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令和元年（措）第１号 

排 除 措 置 命 令 書 

 

山形市若葉町１３番４５号 

コーアイセイ株式会社 

同代表者 代表取締役 廣 野 敏 博 

 

公正取引委員会は，上記の者に対し，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（以下「独占禁止法」という。）第７条第２項の規定に基づき，次のとおり

命令する。 

なお，主文及び理由中の用語のうち，別紙「用語」欄に掲げるものの定義は，別

紙「定義」欄に記載のとおりである。 

 

主    文 

１ コーアイセイ株式会社（以下「コーアイセイ」という。）

は，次の事項を，取締役会において決議しなければならな

い。 

(1) 炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠の後発医薬品（以下

「後発炭酸ランタンＯＤ錠」という。）に関し，遅くと

も平成３０年８月上旬までに，コーアイセイ及び日本ケ

ミファ株式会社（以下「日本ケミファ」という。）の２社

（以下「２社」という。）が共同して行った，仕切価に

ついて，日本ケミファが同年７月２０日にコーアイセイ

に対して提示した価格を目途とする旨の合意が消滅して

いることを確認すること。 

(2) 今後，他の事業者と共同して，後発炭酸ランタンＯＤ

錠の仕切価を決定せず，自主的に決めること。 

(3) 今後，他の事業者と，後発炭酸ランタンＯＤ錠の仕切

価に関して情報交換を行わないこと。 

２ コーアイセイは，前項に基づいて採った措置を，日本ケ

ミファに通知するとともに，自社の取引先である後発炭酸

ランタンＯＤ錠の卸売業者に通知し，かつ，自社の従業員

別添 
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に周知徹底しなければならない。これらの通知及び周知徹

底の方法については，あらかじめ，公正取引委員会の承認

を受けなければならない。 

３ コーアイセイは，今後，他の事業者と共同して，後発炭酸

ランタンＯＤ錠の仕切価を決定してはならない。 

４ コーアイセイは，今後，他の事業者と，後発炭酸ランタン

ＯＤ錠の仕切価に関する情報交換を行ってはならない。 

５ コーアイセイは，第１項及び第２項に基づいて採った措

置を速やかに公正取引委員会に報告しなければならない。 

 

理    由 

第１ 事実 

１ 関連事実 

(1) 名宛人等の概要 

ア コーアイセイは，肩書地に本店を置き，後発炭酸ランタンＯＤ錠を製造

していた。 

イ 名宛人以外の日本ケミファは，東京都千代田区岩本町二丁目２番３号に

本店を置き，後発炭酸ランタンＯＤ錠をコーアイセイに委託し製造させて

いた。 

(2) 医療用医薬品に係る規制 

ア 医療用医薬品が保険医療において使用されるためには，「使用薬剤の薬

価（薬価基準）」（厚生労働省告示。以下「薬価基準」という。）に収載

されなければならない。 

イ 医療用医薬品の製造販売業者は，保険医療機関及び保険薬局（以下「保

険医療機関等」という。）に対し，薬価基準に収載された医療用医薬品を

継続して供給することとされており，特に，後発医薬品については，その

使用促進を図るために，原則として，少なくとも５年間，継続して製造販

売し，保険医療機関等からの注文に迅速に対応できるよう必要な在庫を確

保するなど安定供給に努めることとされている。 

(3) 後発炭酸ランタンＯＤ錠の販売開始準備 

ア ２社の間で，平成２９年２月１７日，後発炭酸ランタンＯＤ錠に関する

共同開発契約が締結され，日本ケミファが自社製品とする後発炭酸ランタ
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ンＯＤ錠の全量について，コーアイセイに製造委託されることとなった。 

イ ２社は，平成２９年８月以降，後発炭酸ランタンＯＤ錠の販売に向けて

打合せを行っており，後発炭酸ランタンＯＤ錠について，医薬品，医療機

器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）の規定に基づく製造販売についての厚生労働大臣の承認（以下

「製造販売承認」という。）を受けた平成３０年２月１５日以降は，日本

ケミファに対する後発炭酸ランタンＯＤ錠の納入数量等に関して頻繁に打

合せを行うようになった。 

ウ ２社が自社製品とする後発炭酸ランタンＯＤ錠は，それぞれ，平成３０年

６月１５日，薬価基準に収載された。同日から同年１０月２４日までの間，

薬価基準には２社が自社製品とする後発炭酸ランタンＯＤ錠のみが収載さ

れていた。 

２ 合意の成立 

(1)ア ２社は，平成３０年６月２０日，後発炭酸ランタンＯＤ錠について安売

りはしない旨を相互に確認した。 

イ 日本ケミファは，平成３０年７月２０日，コーアイセイに対して，自社

製品とする後発炭酸ランタンＯＤ錠の仕切価を提示した上，これを目途に

コーアイセイが自社製品とする後発炭酸ランタンＯＤ錠の仕切価を合わせ

るよう依頼した。 

ウ コーアイセイは，前記イの依頼に応じ，平成３０年８月上旬，日本ケミ

ファに対し，自社製品とする後発炭酸ランタンＯＤ錠の仕切価を前記イに

より日本ケミファから提示された価格を目途とする旨を回答した。 

(2) 前記 (1)により，２社は，遅くとも平成３０年８月上旬までに，後発炭酸ラ

ンタンＯＤ錠の仕切価について，低落を防止し自社の利益の確保を図るため，

日本ケミファが同年７月２０日にコーアイセイに対して提示した価格（以下

「日本ケミファ提示価格」という。）を目途とする旨を合意した。 

３ 実施状況等 

(1) コーアイセイは，前記２ (2)の合意に基づき，卸売業者に対し，後発炭酸ラ

ンタンＯＤ錠をおおむね日本ケミファ提示価格で販売していた。 

(2) 日本ケミファは，前記２ (2)の合意に基づき，平成３０年９月下旬頃，卸売

業者に対し，後発炭酸ランタンＯＤ錠を日本ケミファ提示価格で販売するこ

ととしていたが，コーアイセイから安定供給に必要な量の後発炭酸ランタン
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ＯＤ錠の供給を受けられなかったことから，後発炭酸ランタンＯＤ錠の販売

を開始しなかった。 

４ 合意の消滅 

日本ケミファは，平成３０年１０月２４日，課徴金の減免に係る報告及び資

料の提出に関する規則（平成１７年公正取引委員会規則第７号）第１条第１項

の規定に基づき，公正取引委員会に対して様式第１号による報告書を提出する

とともに，後発炭酸ランタンＯＤ錠の自社の営業担当者等に対して他の事業者

と後発炭酸ランタンＯＤ錠の仕切価を話し合って決定すること等を行わない旨

の指示を行い，同日以降，前記２ (2)の合意に基づく行為を行っていない。この

ため，同日以降，前記２ (2)の合意は事実上消滅しているものと認められる。 

第２ 法令の適用 

前記事実によれば，２社は，共同して，後発炭酸ランタンＯＤ錠の仕切価に

ついて，日本ケミファ提示価格を目途とする旨を合意することにより，公共の

利益に反して，我が国における後発炭酸ランタンＯＤ錠の販売分野における競

争を実質的に制限していたものであって，この行為は，独占禁止法第２条第６項

に規定する不当な取引制限に該当し，独占禁止法第３条の規定に違反するもの

である。 

また，前記の違反行為は既になくなっているが，コーアイセイについては，

独占禁止法第７条第２項第１号に該当する者であり，違反行為が自主的に取り

やめられたものではないこと等の諸事情を総合的に勘案すれば，特に排除措置

を命ずる必要があると認められる。 

よって，コーアイセイに対し，独占禁止法第７条第２項の規定に基づき，主

文のとおり命令する。 

令和元年６月４日 

 

公 正 取 引 委 員 会 

 

委員長  杉  本  和  行 

 

委 員  山  本  和  史 
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委 員  三  村  晶  子 

 

委 員  青  木  玲  子 

 

委 員  小  島  吉  晴 

 



 

別紙 

 

番号 用語 定義 

１ 
炭酸ランタン水和物

口腔内崩壊錠 

高リン血症の改善に用いられる，炭酸ランタン水

和物を有効成分とする口腔内崩壊錠 

２ 後発医薬品 

新しい有効成分，効能，効果等を有するとして製

造販売承認を受けた医療用医薬品の特許が切れた

後に製造販売される，当該医療用医薬品と有効成

分，効能，効果等が同一性を有する医療用医薬品 

３ 仕切価  卸売業者向け販売価格 

 


